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第１章 一般的事項 

 

１ 業務名 

一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託 

 

２ 業務の目的 

この業務は、長期的な視点に立脚した一般廃棄物（ごみ及び生活排水）の処理の推進を

図るための基本方針として、「第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画」を定めることを目的

とする。 

本計画は、平成２６年３月に策定、平成３０年３月に改定した「第５次朝霞市一般廃棄

物処理基本計画」の経緯を踏まえ、以下の指針や通知等に準拠しつつ、市を取り巻く社会

情勢の変化や関係法規制の改正等を反映し、策定するものである。 

計画内容の検討にあたっては、廃棄物をめぐる今後の社会・経済情勢、一般廃棄物の発

生の見込み、地域における一般廃棄物処理の動向や住民の要望、さらに、和光市と協議を

進めているごみ処理広域化の最新の検討状況などを踏まえ、市における一般廃棄物を適正

かつ効率的に処理するための基本方針を明確にすることが求められる。 

 

【準拠する指針・通知等】 

通知名 文書番号 発信者 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第６条第１項の規定に

基づくごみ処理基本計画の策

定に当たっての指針について 

環廃対発第 080619001号 

平成 20 年 6 月 19 日（平成

25、28年改定） 

環境省大臣官房廃棄物 

・リサイクル対策部 

廃棄物対策課長 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第６条第１項の規定に

基づく生活排水処理基本計画

の策定に当っての指針につい

て 

衛環第 200号 

平成 2年 10月 8日 

厚生省生活衛生局 

水道環境部 

環境整備課長 

食品ロスの削減の推進に関す

る基本的な方針について（通

知） 

消教推第 115号 

令和 2年 3月 31日 
消費者庁長官 

災害廃棄物処理指針 平成 30年 3月 
環境省環境再生・資源循

環局災害廃棄物対策室 
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３ 業務の概要 

（１）業務場所 朝霞市全域 

（２）履行期間 契約締結の日から令和６年３月２５日まで 

（３）業務内容 ①ごみ処理に関する基本計画の策定 

②生活排水処理に関する基本計画の策定 

③各種審議会、委員会、ワークショップ等の運営支援 

※業務の詳細は第２章によるものとする。 

 

４ 法令等の遵守 

この業務は、朝霞市業務委託契約約款及び本仕様書に定めるもののほか、関係法令等に

基づいて行うものとする。 

 

５ 業務の管理 

（１）受注者は、本業務の技術管理者（現場責任者）及び担当技術者を定め、発注者に書

面で通知するものとする。 

（２）技術管理者（現場責任者）は、平成２９年度以降に地方公共団体（地方自治法に規

定する一部事務組合を含む。）が発注する一般廃棄物処理基本計画の策定における主任

技術者（管理技術者）又は担当技術者等としての実績を１件以上有するものとする。（参

加表明書等の提出時点において業務が完了しているものに限る。） 

（３）技術管理者（現場責任者）は、主たる会議に出席し、契約の履行に関し業務を管理

及び統括する役割を担うものとする。 

（４）担当技術者は、一般廃棄物処理基本計画の策定に関する知識と十分な経験を有する

ものであること。 

（５）技術管理者（現場責任者）は、担当技術者を兼ねてはならない。 

（６）受注者は、発注者からの求めの有無に関わらず、業務の進捗状況を月１回以上報告

しなければならない。また、発注者から業務の進捗状況の報告を求められたときは、

速やかに報告しなければならない。 

（７）受注者は、協議、打合せ事項について議事録を作成し、速やかに発注者に提出しな

ければならない。 

（８）作業中に不測の事態や重大な事故等が発生した場合には、直ちに発注者に報告しな

ければならない。 
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６ 提出書類 

（１）受注者は、業務の着手に先立ち、次の書類を速やかに発注者に提出すること。 

業務着手届、業務工程表（計画）、現場責任者等選任届（経歴書を含む）、 

業務計画書 

（２）受注者は、業務の完了に当たって次の書類を提出すること。 

業務完成届、委託業務実施報告書、成果品（第２章に定めるもの） 

その他、監督員の指示に従い、市が定める委託業務検査に関する書類を提出すること。 

 

７ 資料の収集・貸与 

（１）本業務の遂行上で必要な資料等の調査・収集は、原則として受注者が行う 

（２）発注者は、その保有する資料等で業務の遂行に必要なものを受注者に貸与する。受

注者は、貸与された資料等のリストを作成して発注者に提出し、貸与された資料等を

業務完了時までに返納すること。 

 

８ 秘密の厳守及び個人情報の保護 

受注者は、本業務の遂行上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本業

務を遂行する際は、本仕様書別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

９ 業務の変更及び停止 

発注者が必要と認めたときは、業務を変更し若しくは停止することができる。なお、こ

の場合については、発注者と受注者が協議の上、契約金額の増減を行うことができるもの

とする。 

 

１０ 損害賠償等 

受注者は、業務の実施に当たり関係法令等を遵守し、公衆に迷惑を及ぼさないよう留意

しなければならない。万が一、第三者との間に損害が生じた場合には、全て受注者の責任

において解決するものとし、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。 

 



4 

 

１１ 成果品 

（１）本業務は、第２章の４に示す成果品の納品をもって完了とする。ただし、納品され

た成果品に記入漏れ、不備又は誤記等が発見された場合は、完了検査の合格後であっ

ても、速やかに訂正しなければならない。これに要する費用は、受注者の負担とする。 

（２）成果品の作成に当たっては、発注者と協議を行うこと。 

（３）受注者は、成果品の内容について、発注者の承諾なしに公表、貸与又は使用しては

ならない。 

（４）業務における成果はすべて発注者に帰属するものであり、発注者の許可なく複製や

他に利用または公表してはならない。 

 

１２ 完了検査 

受注者は、業務完了後、市が定める委託業務検査に関する書類を提出し、所定の手続き

を経て発注者の完了検査を受けるものとする。 

 

１３ 支払い 

（１）各実施年度に履行し、部分引渡しをした業務に対して、あらかじめ予算に定められ

た限度額をもって部分払いを行うことができる。 

（２）部分払いを行う場合、受注者はあらかじめ発注者と協議した上で、部分引渡しをす

る成果品を納品し、各年度の３月１５日までに発注者の検査を受けるものとする。 

 

１４ 留意事項 

（１）受注者は、関係する官公庁と協議をする場合には、発注者に承諾を得た上で迅速に

対応すること。また、受注者が関係する官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なく

その旨を発注者に申し出て、協議すること。 

（２）受注者は、本業務の引き渡しが終了した場合であっても、発注者から本業務につい

て説明を求められたときは、誠意をもって応じること。 

（３）本業務において、文献その他の資料を引用又は根拠とする場合は、その文献等の名

称を明記すること。 

（４）本業務の遂行に必要な安全の確保は、受注者が責任をもって行うこと。 

（５）受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはでき

ない。ただし、事前に予見できないやむを得ない事情が発生し、かつ市の承諾を得た

ときはこの限りではない。 
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１５ 疑義の解釈 

本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合、又は本仕様書の定めのない事項については、

発注者と受注者の協議によるものとする。ただし、業務遂行上必要と認められる軽微な内

容については、受注者の費用及び責任において実施し、本業務の遂行に支障をきたさない

よう努めなければならない。 

 

 

第２章 業務内容 

 

１ ごみ処理に関する基本計画の策定 

 

（１）計画の基本的な考え方 

前計画（第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画・平成３１年３月改訂版）の見直し及び

検証、計画策定の背景や目的、位置づけを整理するとともに、上位計画との整合を図り、

長期的な視点に立脚した、適正で経済的なごみ処理の推進を図ることを基本的な考え方と

する。 

計画目標年次は、原則として計画策定時（令和６年３月）から１０年程度とし、必要に

応じて中間目標年次を設けるものとする。 

このほか、計画内容全般にわたり、和光市とのごみ処理広域化に関して朝霞和光資源循

環組合において策定する諸計画との整合を図ること。（組合が策定する計画のうち、本計画

と関連を有する「ごみ広域処理施設整備基本計画」は、令和４年度半ばに大部分が完成す

る予定である。） 

 

（２）計画策定業務の実施方法 

策定する計画は、前計画の記述項目を基本としつつ、（３）～（４）に示す内容を満足す

ること。また、策定業務の実施にあたって必要となる調査・評価・検証・課題整理等は、

プロポーザルにおいて、その範囲や内容を提案し、効率的かつ効果的な業務となるよう留

意すること。 
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（３）計画に記述すべき内容 

①将来、本市が目指すべき廃棄物処理における循環型社会の実現に向けて、ごみ処理の

基本理念と基本方針を策定する。 

②新型コロナウイルスの感染拡大やごみ処理広域化など、種々の要因による影響を考慮

のうえ、以下の指標の将来推計と目標値を算出する。 

○１人１日あたりの生活系ごみ排出量 

○事業ごみ排出量（関連指標：事業所契約件数） 

○集団資源回収量及び集団資源回収率 

○生活系ごみ排出量 

○ごみ排出量 

○リサイクル率 

○再生利用率 

③目標の実現に向けて、以下に示す個別計画を策定する。施策の項目については、SDGs

（持続可能な開発目標）における「17 の目標」及び「169 の具体目標」に紐付けを行

うこと。また、個別計画は必要に応じ追加や変更、修正することがある。 

○排出抑制計画（リデュース・リユース） 

○資源化計画（リサイクル） 

○収集運搬計画 

○中間処理計画 

○最終処分計画 

○災害廃棄物処理計画 

○その他（不適正処理・不法投棄対策） 

④ごみの減量化に向けた施策検討の基礎資料として、家庭系ごみの有料化等に関する他

市の事例を取りまとめる。 

 

（４）食品ロス削減推進計画の策定 

食品ロスの削減の推進に関する法律等の規定や、国・県の上位計画に基づき、市の食品

ロス削減推進計画を策定する。なお、一般廃棄物の組成調査については、本計画の他項目

の調査において得られた資料を利用するものとする。 
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２ 生活排水処理に関する基本計画の策定 

 

（１）生活排水処理計画の基本的な考え方 

現在、市では下水道が多くの地区で整備されており、水洗化人口は全人口の 96%となっ

ている。し尿処理については、朝霞地区一部事務組合において共同処理を行っている。 

生活排水処理計画は、長期的・総合的観点に立って、将来における適正な生活排水処理

を行うことを基本的な考え方とする。 

 

（２）計画策定業務の実施方法 

策定する計画は、前計画の記述項目を基本としつつ、（３）に示す内容を満足すること。

また、策定業務の実施にあたって必要となる調査・評価・検証・課題整理等は、プロポー

ザルにおいて、その範囲や内容を提案し、効率的かつ効果的な業務となるよう留意するこ

と。 

 

（３）計画に記述すべき内容 

①生活排水の処理に関して、以下の内容を取りまとめる。 

 ○処理方針と処理主体 

 ○関連する計画の目標 

 ○生活排水処理の目標 

 ○生活排水の処理計画 

②し尿及び浄化槽汚泥について、収集・運搬計画、中間処理計画、最終処分計画、その

他の施策を取りまとめる。 

 

３ 各種審議会、委員会、ワークショップ等の運営支援 

 

（１）廃棄物減量等推進審議会 

この審議会は、本市の廃棄物処理に関する課題を検討する常設の審議会である。本計画

の内容の審議については、令和４年度から５年度にかけて、合計６回前後の開催を見込ん

でいる。 

受注者は、本計画の審議に関する運営計画（具体的な審議の進め方）について立案する。

審議会の開催にあたり、必要な資料を準備する。また、会議に出席し、説明や質疑応答な

ど必要な運営支援を行う。会議終了後は、会議録（全文記録）を作成する。 
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（２）一般廃棄物処理基本計画庁内検討委員会 

この委員会は、本計画の策定に必要な事項の検討を目的として、庁内関係各課が集まっ

て開催する委員会である。令和４年度から５年度にかけて、合計６回前後の開催を見込ん

でいる。 

受注者は、委員会の開催にあたり、必要な資料を準備する。また、会議に出席し、説明

や質疑応答など必要な運営支援を行う。会議終了後は、会議録（全文記録）を作成する。 

 

（３）ワークショップ 

市民が参加しながら本計画を策定していくため、ワークショップ（市民意見交換会）を

開催する。令和４年度に１回の開催を見込んでいる。内容としては、現状の課題と改善案

について意見交換することを想定している。 

受注者は、ワークショップの運営・広報について企画立案する。開催にあたり、必要な

資料及びポスター・チラシ等の広報手段を準備する。また、ワークショップに出席し、運

営を主体的に行う。終了後は、開催記録を作成する。 

 

（４）市民アンケート 

計画の策定にあたり、市民の意識や意向を把握するため、以下のとおりアンケート調査

を行う。令和４年度に１回実施することを見込んでいる。 

受注者は、アンケート内容の立案と作成、環境団体ヒアリング、アンケート表入力、集

計・解析、報告書作成を行うものとする。 

※調査対象抽出、調査票印刷、郵便料金の支出、封入、発送は、市で対応 

○一般市民アンケート ２，０００人程度（郵送） 

○中学生アンケート １，０００人程度（学校を通して配布・回収） 

○事業所アンケート   ２００社程度（郵送） 

○環境団体アンケート ３団体（直接ヒアリング） 

 （対象団体）あさか環境市民会議、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会 

なごみ（リサイクルプラザ利用団体） 
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４ 成果品 

成果品については、以下のとおりとする。提出時期は、事前に監督員と協議すること。

また、以下に示す提出年度は目安となるもので、詳細は、業務工程をもとに監督員と協 

議の上で決定する。また部分払いは、部分引渡しされ出来高検査に合格した内容に応じて 

出来高金額を算定する。 

 

成果品 提出方法 

令和４年度 

○第２章の１、２に示す各項目の基礎検討資料 

（廃棄物行政、これまでの取組の評価検証、課

題の整理、ごみ減量化、食品ロス削減、生活排

水処理 等） 

○令和４年度に実施した審議会等の資料 

（会議資料、会議録、ワークショップ開催記録、

アンケート結果 等） 

①Wordまたは Excel のデータ及びそれ

らを PDF 出力したデータを CD-Rに収

録して 1枚提出 

②上記①のデータを紙に出力して 2 部

提出 

令和５年度 

○第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の原

稿（A4版・カラー） 

○第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画（概要

版）の原稿（A3版 2つ折り両面・白黒）（※概

要版のデータ形式は注記参照） 

①Wordまたは Excel のデータ及びそれ

らを PDF 出力したデータを CD-Rに収

録して 1枚提出 

②上記①のデータを紙に出力して 3 部

提出 

（※注記）概要版の原稿については、①によらず、イラストレータ形式及び PDF形式を

CD-Rに同時に収録して提出する。詳細は監督員と協議のうえで決定する。 

○令和５年度に実施した審議会等の資料 

（会議資料、会議録、ワークショップ開催記録、

パブリックコメント結果 等） 

①Wordまたは Excel のデータ及びそれ

らを PDF 出力したデータを CD-Rに収

録して 1枚提出 

②上記①のデータを紙に出力して 2 部

提出 
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別紙 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本事項） 

第１条  この契約により、発注者からの事務の委託を受けたものは、この契約による

事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識

し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（個人情報保護責任者） 

第２条  受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報保護責任者を

定め発注者に通知しなければならない。 

２ 個人情報保護責任者は、個人情報保護に関する窓口となり、この個人情報取扱特記

事項に関し適切な履行のための監督及び指示を行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第３条 受注者は、この契約による事務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後において

も、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知

しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（委託目的以外の使用の禁止） 

第４条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係

る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第５条 受注者は、この契約により保有する個人情報を第三者へ提供してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第６条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れ

があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限） 

第７条 受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務に

係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係

る個人情報を複写し、又は複製してはならない。 
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（厳重な保管及び搬送） 

第９条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失

その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならな

い。 

（個人情報の返還又は処分） 

第１０条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務

に係る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを起こさない方法で確実に消

去し、若しくは処分しなければならない。 

（違反した場合の措置及び損害賠償） 

第１１条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反しているおそれがある

と認めたときは、立入調査を行い、又は必要な報告を求めることができる。 

２ 前項の調査等の結果、受注者の違反の事実が明らかになったときは、発注者は契約

の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

（その他） 

第１２条 受注者は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 


